
年
額
と
同
額
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

入
学
検
定
料
の
額
は
、
山
梨
県
立
学
校
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
審
査
料
条
例
第
三
条
の
表
に

規
定
す
る
高
等
学
校
の
全
日
制
の
課
程
の
入
学
審
査
料
の
額
と
同
額
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

３

既
に
徴
収
し
た
授
業
料
及
び
入
学
検
定
料
は
、
還
付
し
な
い
こ
と
と
し
た
。

４

授
業
料
の
減
免
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

５

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
２
及
び
３
に
つ

い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
（
条

例
第
五
十
三
号
）（
高
校
教
育
課
）

１

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

次
の
関
係
条
例
の
規
定
中
「
幼
稚
園
」
及
び
「
幼
児
」
を
最
初
に
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

山
梨
県
県
民
会
館
設
置
及
び
管
理
条
例

山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例

山
梨
県
立
県
民
文
化
ホ
ー
ル
設
置
及
び
管
理
条
例

次
の
関
係
条
例
に
つ
い
て
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

地
方
自
治
法
第
八
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
都
市
的
施
設
そ
の
他
都
市
と
し
て
の
要

件
に
関
す
る
条
例

山
梨
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例

山
梨
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
金
貸
付
条
例

山
梨
県
立
宝
石
美
術
専
門
学
校
設
置
及
び
管
理
条
例

山
梨
県
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例

山
梨
県
拡
声
機
に
よ
る
暴
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
条
例

山
梨
県
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
基
準
を
定
め
る
条
例

山
梨
県
職
員
の
留
学
費
用
の
償
還
に
関
す
る
条
例

山
梨
県
医
師
修
学
資
金
貸
与
条
例

専
門
学
校
山
梨
県
立
農
業
大
学
校
設
置
及
び
管
理
条
例

２

こ
の
条
例
は
、
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
六
号
）
の

施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
十
四
号
）（
警
察
本
部
会

計
課
）

１
　
道
路
交
通
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
国
民
健
康
保
険
広
域
化
等
支
援
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
十
五
号
）

（
国
保
援
護
課
）

目
　
　
　
次

条
　
　
　
例

○
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
…
…
…
…
二

例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

○
専
門
学
校
山
梨
県
立
農
業
大
学
校
授
業
料
及
び
入
学
検
定
料
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

○
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
…
…
…
…
三

条
例

○
山
梨
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

○
山
梨
県
国
民
健
康
保
険
広
域
化
等
支
援
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
四

○
山
梨
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

○
山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
及
び
山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
…
…
…
…
五

部
を
改
正
す
る
条
例

○
山
梨
県
警
察
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

○
山
梨
県
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
許
可
の
基
準
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
…
…
…
…
…
六

条
例
の
あ
ら
ま
し

○

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理

に
関
す
る
条
例
（
条
例
第
五
十
一
号
）（
商
業
振
興
金
融
課
）

１

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
次
の
関
係
条
例

の
規
定
中
の
用
語
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例

山
梨
県
手
数
料
条
例

２

こ
の
条
例
は
、
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法

律
第
百
十
五
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

専
門
学
校
山
梨
県
立
農
業
大
学
校
授
業
料
及
び
入
学
検
定
料
条
例
（
条
例
第
五
十
二
号
）（
農
業

技
術
課
）

１

授
業
料
の
額
は
、
山
梨
県
立
学
校
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
審
査
料
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
山

梨
県
条
例
第
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
の
表
に
規
定
す
る
高
等
学
校
の
全
日
制
の
課
程
の
授
業
料
の

山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
二
号
　
　
平
成
十
九
年
十
月
十
九
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
九
年

十
月
十
九
日

号
外
第
七
十
二
号

金　曜　日

（ ）二（ ）一

（ ）１（ ）２（ ）３（ ）１（ ）２（ ）３（ ）４（ ）５（ ）６（ ）７（ ）８（ ）９（ ）１０
（ ）一（ ）二



１

国
民
健
康
保
険
財
政
調
整
交
付
金
の
市
町
村
に
よ
る
返
還
に
要
す
る
原
資
の
貸
付
け
を
行
う
た

め
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

国
民
健
康
保
険
財
政
調
整
交
付
金
の
一
部
の
国
に
対
す
る
返
還
を
支
援
す
る
た
め
の
貸
付
金
（
以

下
「
市
町
村
返
還
支
援
貸
付
金
」
と
い
う
。
）
の
貸
付
け
に
係
る
経
理
に
つ
い
て
は
、
そ
の
他
の

経
理
と
区
分
し
て
整
理
す
る
も
の
と
し
た
。

基
金
は
、
市
町
村
返
還
支
援
貸
付
金
の
貸
付
け
に
係
る
経
理
に
区
分
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、

当
該
貸
付
け
に
支
障
を
生
じ
な
い
範
囲
内
で
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
十
六
号
）（
税
務
課
）

１

郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
い
、
徴
収
金
の
収
納
機
関
か
ら
「
郵
便
局
」
の
文
言
を
削
除
す
る

こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
及
び
山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
（
条
例
第
五
十
七
号
）（
建
築
指
導
課
）

１

建
築
基
準
法
等
の
一
部
改
正
に
か
ん
が
み
、
次
の
と
お
り
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正

第
一
条
関
係

特
定
建
築
物
地
区
整
備
計
画
の
区
域
に
お
け
る
建
築
物
の
容
積
率
の
特
例
認
定
申
請
手
数
料

二
万
七
千
円
を
新
設
す
る
こ
と
と
し
た
。

第
二
条
関
係

用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域
内
の
建
築
が
制
限
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
当
該
区
域
内
の
建

築
物
の
建
築
等
に
係
る
許
可
申
請
手
数
料
十
八
万
円
を
新
設
す
る
こ
と
と
し
た
。

開
発
整
備
促
進
区
に
お
け
る
建
築
物
の
建
築
等
に
関
す
る
制
限
の
適
用
除
外
に
係
る
認
定

申
請
手
数
料
二
万
七
千
円
を
新
設
す
る
こ
と
と
し
た
。

山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

第
三
条
関
係

建
築
基
準
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

第
四
条
関
係

都
市
計
画
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
１
●
●
及
び
１
　
●
に
つ
い

て
は
、
平
成
十
九
年
十
一
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
警
察
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
十
八
号
）（
警
察
本
部
警
務
課
）

１

警
務
部
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

「
留
置
場
に
関
す
る
こ
と
。
」
を
削
り
、
「
留
置
施
設
に
関
す
る
こ
と
。
」
を
加
え
る
こ
と
と
し

た
。そ

の
他
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
許
可
の
基
準
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
（
条
例
第
五

十
九
号
）（
建
築
指
導
課
）

１

都
市
計
画
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
山
梨
県
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
許
可
の
基
準
に

関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
十
九
年
十
一
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

条
　
　
　
例

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に

関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
十
九
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
五
十
一
号

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整

理
に
関
す
る
条
例

次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
貸
金
業
法
」
に
改
め
る
。

一

青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三

号
）
第
十
条
の
二

二

山
梨
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
条
例
第
三
号
）
別
表
第
一
の
五
十
六
の
二
の
項
及
び

五
十
六
の
三
の
項

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

第
百
十
五
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

専
門
学
校
山
梨
県
立
農
業
大
学
校
授
業
料
及
び
入
学
検
定
料
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
十
九
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
五
十
二
号

専
門
学
校
山
梨
県
立
農
業
大
学
校
授
業
料
及
び
入
学
検
定
料
条
例

山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
二
号
　
　
平
成
十
九
年
十
月
十
九
日

二

（ ）一（ ）二 （ ）一（ ）二

（ ）一（ ）二

（ ）一

（ ）二

（ ）１（ ）２
（ ）ⅰ（ ）ⅱ

（ ）１（ ）２

（ ）２

（ ）２

い



（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
条
例
は
、
専
門
学
校
山
梨
県
立
農
業
大
学
校
の
授
業
料
及
び
入
学
検
定
料
に
つ
い
て
定

め
る
も
の
と
す
る
。

（
授
業
料
）

第
二
条
　
授
業
料
の
額
は
、
山
梨
県
立
学
校
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
審
査
料
条
例
（
昭
和
二
十
六

年
山
梨
県
条
例
第
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
の
表
に
規
定
す
る
高
等
学
校
の
全
日
制
の
課
程
の
授
業

料
の
年
額
と
同
額
と
す
る
。

２

授
業
料
は
、
毎
年
度
前
期
及
び
後
期
の
二
期
に
区
分
し
て
徴
収
す
る
も
の
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期

に
お
い
て
徴
収
す
る
額
は
、
年
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

３
　
前
項
の
授
業
料
は
、
前
期
に
あ
っ
て
は
四
月
、
後
期
に
あ
っ
て
は
十
月
に
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

４

前
期
又
は
後
期
の
中
途
に
お
い
て
復
学
し
た
者
か
ら
前
期
又
は
後
期
に
お
い
て
徴
収
す
る
授
業
料

の
額
は
、
授
業
料
の
年
額
の
十
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
復
学
の
日
の
属
す
る
月
か
ら
次
の
徴
収

の
時
期
前
ま
で
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、復
学
の
日
の
属
す
る
月
に
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

５

後
期
の
徴
収
の
時
期
前
に
退
学
す
る
者
か
ら
徴
収
す
る
授
業
料
の
額
は
、
授
業
料
の
年
額
の
二
分

の
一
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

（
入
学
検
定
料
）

第
三
条
　
入
学
検
定
料
の
額
は
、
山
梨
県
立
学
校
授
業
料
、
入
学
料
及
び
入
学
審
査
料
条
例
第
三
条
の

表
に
規
定
す
る
高
等
学
校
の
全
日
制
の
課
程
の
入
学
審
査
料
の
額
と
同
額
と
す
る
。

２

入
学
検
定
料
は
、
入
学
願
書
を
受
理
す
る
と
き
に
徴
収
す
る
。

（
授
業
料
等
の
不
還
付
）

第
四
条
　
既
に
徴
収
し
た
授
業
料
及
び
入
学
検
定
料
は
、
還
付
し
な
い
。

（
授
業
料
の
減
免
）

第
五
条
　
知
事
は
、
天
災
、
死
亡
、
休
学
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
授
業
料

を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
任
）

第
六
条
　
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
年
度
及
び
平
成
二
十
一
年
度
の
授
業
料
の
額

は
七
万
五
千
四
百
円
と
、
平
成
二
十
二
年
度
及
び
平
成
二
十
三
年
度
の
授
業
料
の
額
は
十
万
四
百
円

と
す
る
。

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
十
九
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
五
十
三
号

学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

（
地
方
自
治
法
第
八
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
都
市
的
施
設
そ
の
他
都
市
と
し
て
の
要
件
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
地
方
自
治
法
第
八
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
都
市
的
施
設
そ
の
他
都
市
と
し
て
の
要

件
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
地
方
自
治
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
」
を
加
え
、「
乃
至
第

三
号
」
を
「
か
ら
第
三
号
ま
で
」
に
、「
外
」
を
「
ほ
か
」
に
、「
左
に
」
を
「
次
に
」
に
、「
具
え

て
」
を
「
備
え
て
」
に
改
め
、
本
則
第
一
号
中
「
こ
と
」
を
「
こ
と
。」
に
改
め
、
本
則
第
二
号
中

●「
学
校
教
育
法
第
四
章
」
を
「
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
六
章
」
に
、

●「
こ
と
」
を
「
こ
と
。」
に
改
め
、
本
則
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「
こ
と
」
を
「
こ
と
。」

に
改
め
、
本
則
第
六
号
中
「
遜
色
」
を
「
遜そ
ん

色
」
に
、「
こ
と
」
を
「
こ
と
。」
に
改
め
、
本
則
第

七
号
中
「
こ
と
」
を
「
こ
と
。」
に
改
め
、
本
則
第
八
号
中
「
当
り
」
を
「
当
た
り
」
に
、「
こ
と
」

を
「
こ
と
。」
に
改
め
、
本
則
第
九
号
中
「
こ
と
」
を
「
こ
と
。」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
県
民
会
館
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
県
民
会
館
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
条
例
第
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
二
項
第
三
号
イ
中
「
小
学
校
」
を
「
幼
稚
園
、
小
学
校
」
に
、
「
、
特
別
支
援
学
校

又
は
幼
稚
園
」
を
「
又
は
特
別
支
援
学
校
」
に
、
「
児
童
、
生
徒
又
は
幼
児
」
を
「
幼
児
、
児
童
又

は
生
徒
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中
「
小
学
校
」
を
「
幼
稚
園
、
小
学
校
」
に
改
め
、「
、
幼
稚
園
」
を
削
る
。

（
山
梨
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
及
び
山
梨
県
医
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
第
六
十
二
条
」
を
「
第
九
十
七
条
」
に
改
め
る
。

一
　
山
梨
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
五
号
）
第
一
条

二
　
山
梨
県
医
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
二
号
）
第
二
条
第
二
号

（
山
梨
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
金
貸
付
条
例
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
山
梨
県
高
等
学
校
定
時
制
課
程
及
び
通
信
制
課
程
修
学
奨
励
金
貸
付
条
例
（
昭
和
四
十
九
年

山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
二
号
　
　
平
成
十
九
年
十
月
十
九
日

三



山
梨
県
条
例
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
第
四
十
五
条
第
三
項
」
を
「
第
五
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
立
宝
石
美
術
専
門
学
校
設
置
及
び
管
理
条
例
等
の
一
部
改
正
）

第
六
条
　
次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
第
八
十
二
条
の
二
」
を
「
第
百
二
十
四
条
」
に
改
め
る
。

一

山
梨
県
立
宝
石
美
術
専
門
学
校
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
山
梨
県
条
例
第
十
八
号
）

第
一
条

二

山
梨
県
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
昭
和
五
十
九

年
山
梨
県
条
例
第
三
十
三
号
）
第
九
条

三

専
門
学
校
山
梨
県
立
農
業
大
学
校
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
五

号
）
第
一
条

（
山
梨
県
立
県
民
文
化
ホ
ー
ル
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
）

第
七
条
　
山
梨
県
立
県
民
文
化
ホ
ー
ル
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
五
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
次
に
掲
げ
る
区
分
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
」
に
改
め
、
同
項
第
二

号
イ
中
「
小
学
校
」
を
「
幼
稚
園
、
小
学
校
」
に
、「
、
特
別
支
援
学
校
又
は
幼
稚
園
」
を
「
又
は

特
別
支
援
学
校
」
に
、「
児
童
、
生
徒
又
は
幼
児
」
を
「
幼
児
、
児
童
又
は
生
徒
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
拡
声
機
に
よ
る
暴
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
八
条
　
山
梨
県
拡
声
機
に
よ
る
暴
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
条
例
（
平
成
五
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
号
中
「
第
八
十
二
条
の
二
」
を
「
第
百
二
十
四
条
」
に
、「
第
八
十
三
条
第
一
項
」
を

「
第
百
三
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
九
条
　
山
梨
県
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
条
例
第
六
十

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
七
十
八
条
各
号
」
を
「
第
二
十
三
条
各
号
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
職
員
の
留
学
費
用
の
償
還
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
十
条
　
山
梨
県
職
員
の
留
学
費
用
の
償
還
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
第
六
十
八
条
の
二
第
四
項
第
二
号
」
を
「
第
百
四
条
第
四
項
第
二
号
」
に
改

め
る
。附

　
則

こ
の
条
例
は
、
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
六
号
）
の
施

行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
十
九
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
五
十
四
号

山
梨
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
警
察
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
四
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
国
民
健
康
保
険
広
域
化
等
支
援
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
十
九
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
五
十
五
号

山
梨
県
国
民
健
康
保
険
広
域
化
等
支
援
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
国
民
健
康
保
険
広
域
化
等
支
援
基
金
条
例
（
平
成
十
四
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「（
施
行
期
日
）」
を
付
し
、
附
則
に
次
の
二

項
を
加
え
る
。

（
区
分
経
理
）

２

基
金
は
、
第
六
条
の
貸
付
金
の
う
ち
、
平
成
十
四
年
度
及
び
平
成
十
五
年
度
に
お
い
て
市
町
村
に

交
付
さ
れ
た
国
民
健
康
保
険
法
第
七
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
調
整
交
付
金
の
一
部
の
国
に
対
す

る
返
還
を
支
援
す
る
た
め
の
貸
付
金
（
次
項
に
お
い
て
「
市
町
村
返
還
支
援
貸
付
金
」
と
い
う
。）

の
貸
付
け
に
係
る
経
理
に
つ
い
て
は
、
そ
の
他
の
経
理
と
区
分
し
て
整
理
す
る
も
の
と
す
る
。

（
処
分
の
特
例
）

３

第
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
基
金
は
、
市
町
村
返
還
支
援
貸
付
金
の
貸
付
け
に
係
る
経
理
に

区
分
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
当
該
貸
付
け
に
支
障
を
生
じ
な
い
範
囲
内
で
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出

予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
十
九
日

山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
二
号
　
　
平
成
十
九
年
十
月
十
九
日

四



山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
五
十
六
号

山
梨
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
県
税
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
、
郵
便
局
」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か

ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
及
び
山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
十
九
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
五
十
七
号

山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
及
び
山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

（
山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
六
中
四
十
八
の
項
を
四
十
九
の
項
と
し
、
三
十
三
の
項
か
ら
四
十
七
の
項
ま
で
を
一
項
ず

つ
繰
り
下
げ
、
同
表
三
十
二
の
項
中
「
第
六
十
八
条
の
五
の
五
」
を
「
第
六
十
八
条
の
五
の
六
」
に

改
め
、
同
項
を
同
表
三
十
三
の
項
と
し
、
同
表
三
十
一
の
項
中
「
第
六
十
八
条
の
五
の
四
第
一
項
」

を
「
第
六
十
八
条
の
五
の
五
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
三
十
二
の
項
と
し
、
同
表
三
十
の
項

中
「
第
六
十
八
条
の
五
の
二
第
二
項
」
を
「
第
六
十
八
条
の
五
の
三
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同

表
三
十
一
の
項
と
し
、
同
表
二
十
九
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三
十
　
法
第
六
十
八
条
の
五
の
二
の
規
　
特
定
建
築
物
地
区
整
備
計
画
の
区
　
二
万
七
千
円

定
に
基
づ
く
建
築
物
の
容
積
率
に
関
　
域
に
お
け
る
建
築
物
の
容
積
率
の

す
る
特
例
の
認
定
の
申
請
に
対
す
る
　
特
例
認
定
申
請
手
数
料

審
査

第
二
条
　
山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
六
の
七
の
項
中
「
又
は
第
十
二
項
た
だ
し
書
」
を
「
、
第
十
二
項
た
だ
し
書
又
は
第
十
三

項
た
だ
し
書
」
に
、「
用
途
地
域
」
を
「
用
途
地
域
等
」
に
改
め
、
同
表
中
四
十
九
の
項
を
五
十
の

項
と
し
、
二
十
九
の
項
か
ら
四
十
八
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
二
十
八
の
項
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

二
十
九
　
法
第
六
十
八
条
の
三
第
七
項
　
開
発
整
備
促
進
区
に
お
け
る
建
築
　
二
万
七
千
円

の
規
定
に
基
づ
く
建
築
物
の
建
築
等
　
物
の
建
築
等
に
関
す
る
制
限
の
適

に
関
す
る
制
限
の
適
用
除
外
に
係
る
　
用
除
外
に
係
る
認
定
申
請
手
数
料

認
定
の
申
請
に
対
す
る
審
査

（
山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
九
の
項
イ
か
ら
ク
ま
で
の
規
定
中
「
受
理
」
を
「
受
付
」
に
改
め
、
同
項
ヤ
中
「
第

六
十
八
条
の
五
の
二
第
二
項
」
を
「
第
六
十
八
条
の
五
の
三
第
二
項
」
に
、「
受
理
」
を
「
受
付
」

に
改
め
、
同
項
マ
中
「
第
六
十
八
条
の
五
の
四
第
一
項
」
を
「
第
六
十
八
条
の
五
の
五
第
一
項
」
に
、

●「
受
理
」
を
「
受
付
」
に
改
め
、
同
項
ケ
中
「
第
六
十
八
条
の
五
の
五
」
を
「
第
六
十
八
条
の
五
の

六
」
に
、「
受
理
」
を
「
受
付
」
に
改
め
、
同
項
フ
中
「
受
理
」
を
「
受
付
」
に
改
め
る
。

第
四
条
　
山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
十
九
の
項
ハ
中
「
第
三
十
四
条
第
九
号
」
を
「
第
三
十
四
条
第
十
三
号
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
平
成
十
九

年
十
一
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
警
察
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
十
月
十
九
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
五
十
八
号

山
梨
県
警
察
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
警
察
組
織
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
号
●
中
「
人
事
、
定
員
及
び
給
与
」
を
「
公
文
書
類
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
」

に
改
め
、
同
号
●
中
「
福
利
厚
生
」
を
「
事
務
能
率
の
増
進
」
に
改
め
、
同
号
●
中
「
警
察
教
養
及
び

監
察
」
を
「
情
報
の
公
開
」
に
改
め
、
同
号
●
中
「
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
」

を
「
個
人
情
報
の
保
護
」
に
改
め
、
同
号
●
中
「
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
」
を
「
留
置
施
設
」
に
改
め
、

同
号
●
中
「
公
文
書
類
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
」
を
「
人
事
、
定
員
及
び
給
与
」
に
改
め
、

同
号
●
中
「
事
務
能
率
の
増
進
」
を
「
監
察
」
に
改
め
、
同
号
●
中
「
情
報
の
公
開
」
を
「
警
察
教
養
」

山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
二
号
　
　
平
成
十
九
年
十
月
十
九
日

五

（ ）一
（ ）二

（ ）四
（ ）五

（ ）六

（ ）八

（ ）七

（ ）三



に
改
め
、
同
号
●
中
「
個
人
情
報
の
保
護
」
を
「
福
利
厚
生
」
に
改
め
、
同
号
●
中
「
警
察
装
備
」
を

●「
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
」
に
改
め
、
同
号
●
中
「
留
置
場
」
を
「
犯
罪
被

害
者
等
給
付
金
」
に
改
め
、
同
号
中
●
を
●
と
し
、
●
を
●
と
し
、
●
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

警
察
装
備
に
関
す
る
こ
と
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
許
可
の
基
準
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
十
九
年
十
月
十
九
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
条
例
第
五
十
九
号

山
梨
県
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
許
可
の
基
準
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

山
梨
県
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
許
可
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
山
梨
県
条
例
第
八

号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
九
年
十
一
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
七
十
二
号
　
　
平
成
十
九
年
十
月
十
九
日

六

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

（ ）十

（ ）十一
（ ）十一

（ ）十三

（ ）十二

（ ）十二

（ ）十四

（ ）十三

（ ）九


